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議第82号

京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制

定について

　京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。

平成26年２月14日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例

　京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。

　第１条中「及び原動機付自転車」を「，原動機付自転車及び自動二輪車

（総排気量が0.125リットル以下のもの又は定格出力が１キロワット以下の

ものに限る。以下同じ。）」に改める。

　第７条第２項第２号中「原動機付自転車」の右に「及び自動二輪車」を加

え，同条第３項中「自転車等」の右に「（自動二輪車を除く。）」を加える。

　第９条第３項第２号中「原動機付自転車」の右に「及び自動二輪車」を加

える。

　別表第２⑵の項中「⑵」を「⑶」に改め，同表⑴の項を次のように改める。

⑴
京都市御陵駅北自転車等駐車場，京都市小野駅自転車
等駐車場，京都市桂川駅東自転車等駐車場及び京都市
桂川駅西自転車等駐車場

自転車，原動機付自転
車及び自動二輪車

⑵

京都市国際会館駅自転車等駐車場，京都市西大路御池
駅自転車等駐車場，京都市山科駅自転車等駐車場，京
都市太秦天神川駅自転車等駐車場及び京都市桂駅南自
転車等駐車場

自転車及び原動機付自
転車
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附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成26年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，

公布の日から施行する。

（準備行為）

２　この条例による改正後の京都市道路附属物自転車等駐車場条例第９条の

規定による京都市御陵駅北自転車等駐車場，京都市小野駅自転車等駐車場，

京都市桂川駅東自転車等駐車場及び京都市桂川駅西自転車等駐車場の自動

二輪車（総排気量が0.125リットル以下のもの又は定格出力が１キロワッ

ト以下のものに限る。）に係る定期駐車券の発行は，この条例の施行前に

おいても行うことができる。

（関係条例の一部改正）

３　京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例（平成25年

12月24日京都市条例第85号）の一部を次のように改正する。

　　別表第２⑵の項の改正規定中「別表第２⑵の項」を「別表第２⑶の項」

に改める。

提案理由

　京都市御陵駅北自転車等駐車場等に自動二輪車を駐車させることができる

こととする必要があるので提案する。


